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別紙 「一般旅客自動車運送事業（一般貸切旅客自動車運送事業及び個人タクシー事業を除く ）の許可申請等に係る法令試験の実施要領について」。

新 旧

公 示 公 示

公示第２号 公示第２号

個人タクシー事業 １人１車制個人タク一般旅客自動車運送事業 一般貸切旅客自動車運送事業及び を除く 一般旅客自動車運送事業（一般貸切旅客自動車運送事業及び（ 。）
の許可申請等に係る法令試験の実施要領について を除く ）の許可申請等に係る法令試験の実施要領についてシー 。

一般旅客自動車運送事業（一般貸切旅客自動車運送事業及び を除く ） 一般旅客自動車運送事業（一般貸切旅客自動車運送事業及び を個人タクシー事業 １人１車制個人タクシー。
の許可申請等について、申請者が当該事業の遂行に必要な道路運送法等関係法令の知識を 除く ）の許可申請等について、申請者が当該事業の遂行に必要な道路運送法等関係法令の。
有するか否かの判断をするための法令試験を実施することとし、その実施要領を下記のと 知識を有するか否かの判断をするための法令試験を実施することとし、その実施要領を下
おり定めたので公示する。 記のとおり定めたので公示する。

平成１４年７月１日 平成１４年７月１日

北陸信越運輸局長 武 藤 秀 一 北陸信越運輸局長 武 藤 秀 一

記 記

１．～３ （略） １．～３ （略）． ．

４．設問方式 ４．設問方式
○×方式とする。 ○×方式 とする。、語群選択方式及び簡単な筆記回答方式

５ （略） ５ （略）． ．

６．試験時間 ６．試験時間
とする。 とする。４０分 ４５分

７．～１１ （略） ７．～１１ （略）． ．

附 則 （略） 附 則 （略）
附 則（令和８年３月３１日付け公示第９０号で一部改正）
この公示は、令和８年４月１日以降に受理する申請から適用する。


